
会   議   録 

会 議 名 称 平成 30年度  第１回加古川市立学校校区審議会 

開 催 日 時 平成 30年 10月 10日（水） 午後２時 00分から午後３時 30分まで 

開 催 場 所 加古川市役所新館９階 191会議室 

出 席 委 員 

 

大西 なつみ委員、川尻 誠委員、待場 孝之委員、斉藤 誠委員、 

大森 俊昭委員、木村 眞理委員、山内 貞人委員、三宅 美由紀委員 

傍 聴 人 １名 

会 議 次 第 １ 開会 

２ 委嘱状の交付 

３ 教育長挨拶 

４ 委員紹介 

５ 会長及び副会長の選出について 

６ 議事 

（１）規定及び平成 30年度加古川市立小・中学校の就学状況 

①加古川市立小学校及び中学校校区規則について 

②就学すべき学校の変更について 

③児童生徒数及び学級数について 

７ その他 

８ 閉会  

配 付 資 料 冊子「平成 30年度第１回加古川市立学校校区審議会」 

 

審議内容（発言者、発言内容、審議経過等） 

１  開会 

 

２ 委嘱状の交付 

 

３  教育長挨拶 

 

４  委員紹介 

 

 

 

 

 

田渕教育長挨拶 

 

・各委員紹介 

・事務局職員自己紹介 

・司会より会議の成立報告 

 



５ 会長及び副会長

の選出について 
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６  議事 
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（会長） 

 

 

 

 

・司会より事務局案（会長に大森委員、副会長に待場委員）を提案。 

・委員より異議なしとの声を得て、会長に大森委員、副会長に待場委

員を選出。 

 

会長挨拶：子ども達やその保護者が安心して学校に行き、地域で生活が

できるよう、忌憚のない意見をいただきたい。 

 

（１）規定及び平成 30年度加古川市立小・中学校の就学状況 

①加古川市立小学校及び中学校校区規則について 

「加古川市立小学校及び中学校校区規則」及び「加古川市立小学校・

中学校の校区を定める要綱」に基づき、小学校及び中学校の校区割に

ついて説明・報告。 

 

加古川町中津のうち氷丘小学校東側のＪＲ加古川線沿いに東溝之口

町内会に属する地域がある。複数の世帯が氷丘小学校ではなく、氷丘

南小学校に通っておられるのはなぜか。 

 

規則では「加古川町中津」は全域が氷丘小学校区となるが、東溝之口

町内会に加入のため、氷丘南小学校へ校区外就学をされている可能性

がある。 

 

 

②就学すべき学校の変更について 

「就学すべき学校の変更に関する要綱」に基づき、校区外・区域外 

就学を許可する基準及び申請・許可状況について説明・報告。 

 

「理由別校区外・区域外就学申請件数」には平成 29 年度と平成 30

年度の申請件数が記載されている。平成 29年度は１年間の申請件数

と思われるが、平成 30年度はいつまでの申請件数か。 

 

平成 30年度は７月１日現在の申請件数であるため、４月から６月ま

での件数となる。 

 

保護者就労の申請件数をみると、小学校では平成 29年度は 98件であ

ったものが、平成 30年度は７月１日の時点で 86件と去年並みの件数

となっている。また、中学校では７月１日の時点で平成 29年度の申

請件数を上回っているとみてよいのか。 
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保護者就労については、年度開始前の申請がほとんどであるため、ど

うしても前半の件数が多くなる。 

 

申請件数は増える傾向にあるのか。 

 

小学校の場合、保護者就労の件数は平成 27年度で 91件、平成 28年

度で 96件となっているため、微増もしくは横ばいとなっている。 

 

 

③児童生徒数及び学級数について 

平成 30年５月１日現在の児童生徒・学級数及び平成 36年度までの児

童生徒・学級数の推計について説明。 

 

あくまで推計であるが、小学校については平成 30 年度から平成 36

年度の６年間で約 2,000人が減となっている。 

 

加古川市の北部では児童生徒数が非常に少なくなっており、非常に難

しい問題である。少人数がよいか悪いかはわからないが、適正規模も

あると思うので、真剣に考えていかないといけない。 

 

 

 

平成 29年度は城の宮地区から要望があり、校区審議会において委員

の皆様方からも意見をいただき、城の宮地区の児童については平岡中

学校へ就学できるよう配慮がされたが、他の地域から校区についての

要望はないか。 

 

平成 29年度の加古川地区の地区別行政懇談会において、鳩里地区に

は加古川小学校と鳩里小学校があるが、北在家については鳩里小学校

よりも加古川小学校の方が近いことや、鳩里小学校が児童数 1,000

人を超えるマンモス校となっていることから、今後の課題として考え

てほしいと意見があった。 

また、平成 30年度に平岡小学校を卒業し、平岡中学校に進学する児

童が非常に少なかったことから、校区の見直しをしてほしいと市民か

ら要望をいただいた。平岡中学校には平岡北小学校、平岡東小学校、

平岡小学校の児童が進学するが、平岡小学校の児童の割合が少なく、

友達関係が出来上がった状態の中に少人数が入っていく厳しい状態

であるとのことであった。平成 30年度に平岡小学校から平岡中学校
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に進学した児童は、29人と特に少なかった。 

いずれも校区の変更となれば、影響範囲が広範囲に及び慎重な審議が

必要となる。まずは地元で意見を集約していただき、関係町内会から

要望書を提出していただくようお願いしている。 

 

平岡中学校区のユニットの会議においても、平岡小学校から平岡中学

校へ進学する児童が非常に少なかったという話が出た。 

城の宮地区の児童についても平岡中学校への就学が可能になったた

め、平岡中学校には平岡東小学校・平岡北小学校の児童が、平岡南中

学校には平岡南小学校・平岡小学校の児童が進学するということにな

れば、それぞれの中学校に２つの小学校から集まってくることになっ

てよいのではないかという意見もあったが、町内会からは反対の声も

ある。校区の見直しとなれば、加古川市がこれから進めていくコミュ

ニティ・スクールの推進やユニットなどが複雑に絡みあってくるし、

保護者の思い、地域の思い、学校の思いとそれぞれ立場があるので難

しいと感じる。 

 

今年度からユニットの体制が変わり、従来よりも地域の声を聞こうと

町内会も参加することになった。ユニットについては、スタートした

ばかりであるということを理解しておいた方がよい。 

また、古い地域や新しい地域がいろいろとあり、校区の問題も難しい

とは思うが、ぜひとも地域の意見を聞きながらよい方向に進めていた

だきたい。 

 

保護者が就学する中学校を選択できるのか。 

 

原則は、規則や要綱に基づき就学すべき学校は決まっている。しかし、

校区外・区域外就学許可基準により、現在、校区を選択できる地域は

市内で３箇所ある。 

１つは、「加古川町篠原町」のうちＪＲ以北の地域であり、本来は加

古川小学校、加古川中学校の校区であるが、氷丘南小学校及び氷丘中

学校に就学できる。 

２つめは、平岡小学校区において、「平岡町新在家」のうちＪＲ以北

かつ加古川バイパス以南かつ県道八幡・別府線以西の地域について

は、平岡北小学校に就学できる。 

３つ目は、城の宮地区（平岡町山之上 684）については、本来は平岡

南中学校の校区であるが、平岡中学校に就学することができる。 
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噂かどうかわからないが、「野口町坂元北」は中部中学校区であるが、

陵南中学校にも選択して就学できるようになるという話を聞いたが、

そのような話はでているのか。 

 

教育委員会において、そのような話はでていない。 

 

校区変更の要望をあげるとすれば、どこに要望すればよいのか。 

 

まずは、町内で意見をまとめ、教育委員会に要望書を提出していただ

きたい。その後、校区審議会でも意見をいただき、通学の安全面や学

校規模も考慮して検討することになるので、要望どおりになるかどう

かはわからない。 

 

規則や要綱では校区がわかりにくいので、各学校ごとに校区図を作成

してもらえるとありがたい。 

 

加古川市のホームページでも地図情報を掲載しているが、よりわかり

やすいものがお示しできるよう検討したい。 

 

城の宮地区についてはＰＴＡで意見をまとめ、その結果を町内会で話

し合う必要もあったため、かなりの時間を要した。他の地域において

も校区の見直しとなれば、よく話をする必要がある。 

 

「中学校区連携ユニット 12」の経緯や現在の取り組み等について説

明していただきたい。 

 

「中学校区連携ユニット 12」は、平成 19年度からスタートしている。 

当時、これからの学校にはどんな教育が必要かという議論があり、そ

の中で小中学校の連携や、地域や家庭との協力が大事であるというこ

とから、中学校区ごとの学校園や家庭や地域を１つの単位（ユニット）

とした。 

そのユニットの中では、学校園が中心となって行うタテの連携（校種

間連携）があるが、小学校と中学校など教員間の連携も浸透してきた。

また、こども園や保育園、幼稚園を含めて取り組んでいるのは全国的

にも画期的な取り組みである。この 10年の間でタテの連携はかなり

充実してきたと考えている。 

一方、家庭や地域とのヨコの連携については、ＰＴＡやボランティア

など学校を中心として繋がっていくという学校・家庭・地域の連携と



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いう形が続いてきた。 

こうして、ユニットがスタートして 10年が経ち、平成 28年度 

にまとめを行った。現在も「『ユニット』は『地域総がかり教育』の

合言葉」として加古川市の教育の大きな柱となっており、平成 30年

度現在で 104校園がユニットでつながっている。 

これからのユニットは、タテの連携については、さらに学びの連携を

深め、ヨコの連携については、これまでは連携であったものを、地域

と協働して進めていきたい。 

 

連携と協働の違いの一つは「共通の目標」ではないかと思う。 

つまり、これまでは学校園が持っている目標に向かって、学校園が地

域や家庭に協力を呼びかけてきたが、今後は学校園、家庭、地域が子

ども達の将来像を描きながら、共通の目標に向かって取り組んでいく

ことが必要であるという視点になって取り組んでいる。 

特に、地域や家庭の声を聞くために平成 29年度に「ユニット地域協

働推進部会」を設置した。平成 29年度は志方ユニットをモデル指定

し連合町内会長やＰＴＡにも参加いただいているが、他の地域につい

ても平成 30年度からこれまでの学校園関係者、公民館長、地域コー

ディネーターに加え、町内会やＰＴＡに入っていただき進めていると

ころである。 

平成 29年度には志方・両荘地域において「オープンミーティング」

を開催したが、今後、よりよい教育環境にしていくために話し合いの

場が必要である。 

本来であれば「コミュニティ・スクール」がこうした役割を担うべき

だが、加古川市ではコミュニティ・スクールがまだできていないため、

ユニットの地域協働推進部会を活用して今年度進めているところで

ある。 

第１回の地域協働推進部会が各ユニットごとに夏休みから９月にか

けて開催されたが、校区に関しては神野小学校や平岡小学校におい

て、１つの学校から２つの中学校へ進級することが課題として意見が

あった。それ以外のユニットでは、小規模校の多いユニットでは小規

模校の将来への不安があるため真剣に考えたいという意見をたくさ

んいただいた。しかし、一方では「突然の統廃合は避けてほしい」と

いう意見もあった。 

その他、平成 30年度からコミュニティ・スクールを導入することに

なったので、先進事例を紹介してほしいという声もあった。 

こうした各地域協働推進部会から出てきた意見を「地域とともにある

学校づくり協議会」で議論していただき、各ユニットに課題解決のヒ
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ントを提案し、各小中学校の保護者や教員向けに実施している「これ

からの教育のあり方」についてのアンケート結果を、第２回の地域協

働推進部会に返していこうとしている。 

 

地域協働推進部会で出ている内容については、校区についての内容も

あるので、今後検討していかなければならない課題も出てくると思

う。 

 

東神吉小学校は単学級が多く、東神吉南小学校も各学年３クラス程度

となっている。もとは一つの学校だったので、一緒になれば児童数も

ちょうどよくなるという話もあるが、皆さんの話を聞いていると、校

区というものが子ども達だけでなく、子ども達とそれに関わる町内会

やいろいろなものが絡み合っているので、なかなか一筋縄ではいかな

いと感じた。多くの人の意見を聞きながら課題を解決していければよ

いと思う。 

 

校区によっては、自宅から遠い方の学校に通わないといけない地域も

あり難しい。 

 

ユニットについては、地域の方が入っていただくことですごく変わっ

てくると思う。これまでは学校園関係は連携していても地域に浸透し

ていなかった部分があったが、積み重ねていくことでよいものになっ

ていくと思う。ユニットのアンケートは具体的にどのような内容か。 

 

アンケートの対象は小学校・中学校に通っている児童生徒の保護者と

教員である。アンケートの内容は、児童数が多すぎないか、通学距離、

通学方法、学校の規模、大規模校のデメリット、小規模のメリット、

保護者の意識などを回答していただいている。 

 

校区審議会とユニットの内容を伺い非常に難しいと感じたが、第１回

の地域協働推進部会において神野小学校、平岡小学校から２つの中学

校へ進級することへの意見があったが、子どもの立場からすると、や

はり同じ中学校へ進学したいのではないかと個人的には思う。 

北部地域の統合の必要性の話もあったが、いつかということは別とし

て全国的には統廃合が進んできており、今後、小規模校をどのように

存続していくかは避けられない問題かと思う。ただし、協働推進部会

でも「突然の統廃合は避けてほしい」という意見が強いということに

ついて、地域の声をしっかりと聞きながら進めていくことが必要であ
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る。 

校区については、子どもの登下校の安全性という話もあったが、統合

することで、安全性を保てるのかということも大きな問題であると思

うので、そのあたりもしっかりと進めていく必要がある。 

また、校区外就学については必要なことかと思うが、指定校より校区

外就学先の学校の方が、通学距離が遠くなることもある。校区外就学

を許可するにあたり、通学方法について教育委員会からも十分な説明

をしてもらいたい。 

 

校区については、いろいろな側面から考えていかなければならない。 

城の宮地区の件についてもずいぶんと、保護者、ＰＴＡ、町内会と話

を重ねて形になっていった。たくさんの課題があるが検討していけた

らと思う。 

 

校区とは関係ないが、ユニットの活動や町内会連合会であいさつ運動

を行っている。子ども達も学校内ではあいさつができるが、公園など

で声をかけてもあいさつが返ってこないことがある。地域でもあいさ

つは難しいと感じる。 

 

学校では、学校だけでなく家庭や地域でもあいさつをしようと声をか

けている。しかし、不審者もいることから、見知らぬ人へのあいさつ

に抵抗がある保護者もおられる。 

 

あいさつという言葉には「ひらく」「たたく」という意味があり、こ

ちらから関わりをもつというのがあいさつだそうです。 

子どもがこちらを安心して信用してくれるまで、たたいていく、あい

さつをかけていくしかないと思う。習慣もあるかと思うが、声をかけ

続けるということが大事かと思う。 

 

 

 


